
目

次

公
営
企
業

○
青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqq（
病

院

局

総

務

課
）
…
一

○
青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（

同

）
…
二

○
青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
病

院

局

管

理

課
）
…
四

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

大

山

力

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
を
養
育
す
る
職
員
又
は
小
学
校
」
を
「
又
は
小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前

期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
」
に
、
「
を
養
育
す
る
職
員
で
あ
っ
て
、
児
童
福
祉
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
若
し
く
は
同
法
第
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
を
行
う
施
設
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
に
お
け
る
同
項
各
号
に

掲
げ
る
援
助
を
行
う
場
所
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
に
規
定
す
る
地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
実

施
す
る
日
中
に
お
け
る
一
時
的
な
見
守
り
等
の
支
援
を
行
う
施
設
又
は
文
部
科
学
省
の
補
助
事
業
で

あ
る
学
校
・
家
庭
・
地
域
の
連
携
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
促
進
事
業
と
し
て
実
施
す
る
放
課
後
等
に

お
け
る
学
習
そ
の
他
の
活
動
を
行
う
場
所
に
そ
の
子
（
各
事
業
を
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
出

迎
え
る
た
め
赴
き
、
又
は
見
送
る
た
め
赴
く
職
員
が
、
そ
の
子
」
を
「
の
あ
る
職
員
が
、
当
該
子
」

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
」
を
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
」
に
改

め
る
。

第
一
号
様
式
中
「要

介
護
者
の
続
柄

」
を
「続

柄
等

」
に
、
「障

害

」
を
「障

が
い

」
に
、

「

」

を「

」

に
、
「子

を
養
育
す
る
た
め
に
早
出
遅
出
勤
務

」
を
「小

学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を

養
育
す
る
た
め
に
早
出
遅
出
勤
務

」
に
改
め
る
。

附

則

青
森
県
報
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１
に
つ
い
て

「
子
の
生
年
月
日
」
欄
及
び
「
養
子
縁
組
の
効
力
が
生
じ
た
日
」
欄
は
、
子
を
養
育
す
る

た
め
に
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
記
入
す
る
。
な
お
、
請
求
に
係
る
子
が
請
求
の
際
に
出
生

し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
「
子
の
生
年
月
日
」
欄
に
出
産
予
定
日
を
記
入
し
、
□
出
産
予
定

日
に
レ
印
を
記
入
す
る
。

１
に
つ
い
て

①
「
続
柄
等
」
欄
に
は
、
請
求
に
係
る
子
又
は
要
介
護
者
の
請
求
者
と
の
続
柄
等
（
請
求

に
係
る
子
が
青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
第
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組

の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
実
）
を
記
入
す

る
。

②
「
子
の
生
年
月
日
」
欄
及
び
「
養
子
縁
組
の
効
力
が
生
じ
た
日
」
欄
は
、
子
を
養
育
す

る
た
め
に
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
記
入
す
る
。
な
お
、
請
求
に
係
る
子
が
請
求
の
際
に

出
生
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
「
子
の
生
年
月
日
」
欄
に
出
産
予
定
日
を
記
入
し
、
□
出

産
予
定
日
に
レ
印
を
記
入
す
る
。

号
外
第
三
十
七
号

令
和
七
年三

月
三
十
一
日

（
月
曜
日
）



こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

大

山

力

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
、
経
理
課
」
及
び
「
、
地
域
医
療
室
」
を
削
り
、
「
置
き
」
の
下
に
「
、
経
営
企
画

室
に
企
画
課
及
び
経
理
課
を
置
き
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

経
営
企
画
室
の
各
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

イ

企
画
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴

病
院
事
業
の
総
合
的
な
企
画
、
立
案
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

⑵

病
院
事
業
の
経
営
の
合
理
化
に
関
す
る
こ
と
。

⑶

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

経
理
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴

予
算
の
原
案
及
び
予
算
に
関
す
る
説
明
書
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

⑵

予
算
、
決
算
そ
の
他
の
財
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑶

収
入
及
び
支
出
の
会
計
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五

号
と
し
、
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
号
を
第
七
号
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
医
療
安
全
管
理
室
」
の
下
に
「
、
災
害
医
療
管
理
室
」
を
加
え
、
「
及
び
患

者
・
家
族
支
援
室
」
を
「
、
患
者
・
家
族
支
援
室
及
び
小
児
在
宅
支
援
室
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
」
を
「
サ
ポ
ー
テ
ィ
ブ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
第
三
号
中
「
緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
」
を
「
サ
ポ
ー
テ
ィ
ブ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
専
門
的
緩
和
ケ
ア
」
を
「
サ
ポ
ー
テ
ィ
ブ
ケ
ア
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
二
項
を

第
十
三
項
と
し
、
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

９

災
害
医
療
管
理
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

災
害
医
療
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

14

小
児
在
宅
支
援
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

県
の
委
託
を
受
け
て
行
う
医
療
的
ケ
ア
児
及
び
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
す
る
支
援

等
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
の
三
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
十
条
の
四

病
院
局
に
必
要
に
応
じ
理
事
を
置
く
。

２

理
事
は
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
重
要
な
事
項
を
総
括
整
理
す
る
。

第
十
条
の
五

病
院
局
に
必
要
に
応
じ
参
事
を
置
く
。

２

参
事
は
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
を
総
括
整
理
す
る
。

第
二
十
二
条
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
地
域
医
療
調
整
監
」
を
「
、
地
域
医
療

調
整
監
、
理
事
及
び
参
事
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
及
び
つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
長
並
び
に
運
営
部
の
室
長
（
つ
く
し
が

丘
病
院
運
営
室
長
を
除
く
。
）
及
び
課
長
（
以
下
「
課
長
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
、
つ
く
し
が
丘

病
院
運
営
室
長
及
び
運
営
部
の
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
課
長
等
」
を
「
運
営
部
の
課

長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
と
き
は
、
」
の
下
に
「
経
営
企
画
室
長
又
は
」
を
加
え
、
「
課
長
等
」
を
「
運

営
部
の
課
長
（
企
画
課
長
及
び
経
理
課
長
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
見
出
し
中
「
課
長
等
」
を
「
運
営
部
の
課
長
」
に
改
め
、
同
条
中
「
課
長
等
が
」

を
「
運
営
部
の
課
長
が
」
に
、
「
副
課
長
等
」
を
「
副
課
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
運
営
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

運
営
部

経
営
企
画
室
及
び
つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室

室
長
、
副
室
長
、
課
長
、
副
課
長

総
務
課
、
管
理
課
、
医
事
第
一
課
、
情
報
管

理
課
及
び
職
員
健
康
支
援
課

課
長
、
副
課
長

別
表
第
一
中
央
病
院
の
項
中
「
統
括
部
長
」
の
下
に
「
、
サ
ポ
ー
テ
ィ
ブ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
長
」
を

加
え
、
「
、
災
害
医
療
管
理
監
」
を
削
り
、
「
臨
床
検
査
・
輸
血
指
導
監
」
を
「
臨
床
検
査
指
導

監
」
に
、
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「

」

を「

」

に
、

「

」

を「

」

に
改
め
る
。

別
表
第
二
統
括
部
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
災
害
医
療
管
理
監
の
項
を
削
り
、
同
表
臨
床
検
査
・
輸
血
指
導
監
の
項
中
「
臨
床
検

査
・
輸
血
指
導
監
」
を
「
臨
床
検
査
指
導
監
」
に
、
「
及
び
輸
血
技
術
の
指
導
並
び
に
」
を
「
の
指

導
及
び
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
副
参
事
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
四
運
営
部
長
の
項
の
第
一
号
ニ
中
「
課
長
等
」
を
「
経
営
企
画
室
長
及
び
課
長
」
に
改

め
、
同
項
の
第
十
一
号
中
「
課
長
等
」
を
「
運
営
部
の
課
長
」
に
改
め
、
同
表
つ
く
し
が
丘
病
院
運

営
室
長
の
項
の
第
一
号
ハ
及
び
ニ
中
「
課
長
等
」
を
「
課
長
」
に
改
め
、
同
表
の
課
長
等
（
つ
く
し

が
丘
病
院
運
営
室
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
項
及
び
課
長
等
（
つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
項
中
「
課
長
等
」
を
「
運
営
部
の
課
長
」
に
改
め
、
同
表
庶
務
担
当
課
長
の
項

の
第
四
号
中
「
課
長
等
」
を
「
経
営
企
画
室
長
及
び
運
営
部
の
課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

大

山

力

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
中
「
週
休
日
等
以
外
の
日
の
午
前
零
時
か
ら
」
を
「
午
後
十
時
か
ら
翌

日
の
」
に
改
め
、
「
の
間
」
の
下
に
「
（
週
休
日
等
に
含
ま
れ
る
時
間
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
中
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例

第
三
十
七
号
）
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
項
中
「
に
基
づ
き
」
を
「
（
昭
和
二
十
八
年
四
月
青
森
県
条
例
第
五
号
）
に
基
づ
き
」

に
改
め
る
。

別
表
第
二
ア
の
表
七
級
の
項
中
「
困
難
な
業
務
を
行
う
室
長
の
職
務
」
を

「
１

総
括
副
参
事
の
職
務

２

困
難
な
業
務
を
行
う
室
長
の
職
務
」
に
改
め
、

同
表
八
級
の
項
中
「
運
営
部
長
」
の
下
に
「
又
は
参
事
」
を
加
え
、
同
表
九
級
の
項
中
「
病
院
局

長
」
の
下
に
「
又
は
理
事
」
を
加
え
る
。

別
表
第
五
ア
の
表
中
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医
療
安
全
管
理
室

室
長
、
次
長

医
療
安
全
管
理
室

室
長
、
次
長

災
害
医
療
管
理
室

室
長
、
次
長

患
者
・
家
族
支
援
室

室
長

患
者
・
家
族
支
援
室

室
長

小
児
在
宅
支
援
室

室
長

サ
ポ
ー
テ
ィ
ブ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
長

サ
ポ
ー
テ
ィ
ブ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
掌
理
し
、
所

属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

総
括
副
参
事

運
営
部
の
分
掌
事
務
に
係
る
特
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
企
画
、
調
査
及
び

立
案
を
行
う
。



「
地
域
医
療
調
整
監
」
を
「
地
域
医
療
調
整
監

理
事

」
に
、

「
中
央
病
院
看
護
部
長
」
を
「
参
事

中
央
病
院
看
護
部
長
」
に
改
め
、
「
地
域
医
療
室
長
」
を
削
り
、

「
中
央
病
院
看
護
部
次
長

中
央
病
院
総
括
看
護
指
導
監
」
を

「
総
括
副
参
事

中
央
病
院
看
護
部
次
長

中
央
病
院
総
括
看
護
指
導
監
」

に
改
め
、

「
経
理
課
長
」
を
削
り
、
「
中
央
病
院
臨
床
検
査
・
輸
血
指
導
監
」
を
「
中
央
病
院
臨
床
検
査
指
導

監
」
に
改
め
、
別
表
第
五
イ
の
表
中
「
及
び
統
括
部
長
」
を
「
、
統
括
部
長
及
び
サ
ポ
ー
テ
ィ
ブ
ケ

ア
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
、
同
表
中
央
病
院
総
括
副
参
事
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

大

山

力

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

重
油
（
日
本
産
業
規
格

一
種
二
号
）

十
五
万
六
千
リ
ッ
ト
ル

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
病
院
局
運
営
部
管
理
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

青
森
県
立
中
央
病
院
外
来
棟
三
階

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
二
月
二
十
七
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

北
日
本
石
油
株
式
会
社
青
森
販
売
支
店

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
六
の
二
〇

六

落
札
金
額

一
リ
ッ
ト
ル

九
十
九
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
六
年
二
月
十
三
日
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭


